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新潟県市町村総合事務組合告示第 4号 

 新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償に係る補償基礎額の最低限

度額及び最高限度額（平成 16年告示第 16号）の一部を次のように改正する。 

令和 7年 5月 1日 

新潟県市町村総合事務組合管理者職務代理者 

副管理者 品 田 宏 夫 

  備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

附 則 

１ この告示は、公布の日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

２ この告示による改正後の規定は、令和７年４月１日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償

基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日

前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償

に係る補償基礎額については、なお従前の例による。 

改正後 改正前 

年齢階層 最低限度額 最高限度額 

20 歳未満 5,499 円 13,975 円 

20 歳以上 25 歳未満 6,143 円 13,975 円 

25 歳以上 30 歳未満 6,703 円 15,237 円 

30 歳以上 35 歳未満 7,023 円 18,016 円 

35 歳以上 40 歳未満 7,326 円 20,864 円 

40 歳以上 45 歳未満 7,576 円 22,564 円 

45 歳以上 50 歳未満 7,766 円 23,666 円 

50 歳以上 55 歳未満 7,711 円 25,354 円 

55 歳以上 60 歳未満 7,348 円 26,187 円 

60 歳以上 65 歳未満 6,192 円 22,694 円 

65 歳以上 70 歳未満 4,200 円 17,484 円 

70 歳以上 4,200 円 13,975 円 

年齢階層 最低限度額 最高限度額 

20 歳未満 5,263 円 13,442 円 

20 歳以上 25 歳未満 5,872 円 13,442 円 

25 歳以上 30 歳未満 6,380 円 14,842 円 

30 歳以上 35 歳未満 6,712 円 17,619 円 

35 歳以上 40 歳未満 7,078 円 20,649 円 

40 歳以上 45 歳未満 7,266 円 21,971 円 

45 歳以上 50 歳未満 7,433 円 22,886 円 

50 歳以上 55 歳未満 7,290 円 24,916 円 

55 歳以上 60 歳未満 6,975 円 25,385 円 

60 歳以上 65 歳未満 5,860 円 21,314 円 

65 歳以上 70 歳未満 4,060 円 16,075 円 

70 歳以上 4,060 円 13,442 円 
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新潟県市町村総合事務組合告示第 5 号 

 新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の介護補償の支給額（平成 16 年告示第

17 号）の一部を次のように改正する。 

  令和 7 年 5 月 1 日 

新潟県市町村総合事務組合管理者職務代理者 

副管理者 品 田 宏 夫 

改正後 改正前 

介護を
要する
状態の
区分 

介護を受けた日の
区分 

金  額 

常時介
護を要
する状
態 

（略） （略） 

２ 一の月に親族
又はこれに準ず
る者による介護
を受けた日があ
るとき（その月
に介護に要する
費用を支出して
介護を受けた日
がある場合にあ
っては、当該介
護に要する費用
として支出され
た額が85,490円
以下であるとき
に限る。） 

月額85,490円（新
たに介護補償を支
給すべき事由が生
じた月にあって
は、介護に要する
費用として支出さ
れた額） 

随時介
護を要
する状
態 

（略） （略） 

２ 一の月に親族
又はこれに準ず
る者による介護
を受けた日があ
るとき（その月
に介護に要する
費用を支出して
介護を受けた日
がある場合にあ
っては、当該介
護に要する費用
として支出され
た額が42,700円
以下であるとき
に限る。） 

月額42,700円（新
たに介護補償を支
給すべき事由が生
じた月にあって
は、介護に要する
費用として支出さ
れた額） 

介護を
要する
状態の
区分 

介護を受けた日の
区分 

金  額 

常時介
護を要
する状
態 

（略） （略） 

２ 一の月に親族
又はこれに準ず
る者による介護
を受けた日があ
るとき（その月
に介護に要する
費用を支出して
介護を受けた日
がある場合にあ
っては、当該介
護に要する費用
として支出され
た額が81,290円
以下であるとき
に限る。） 

月額81,290円（新
たに介護補償を支
給すべき事由が生
じた月にあって
は、介護に要する
費用として支出さ
れた額） 

随時介
護を要
する状
態 

（略） （略） 

２ 一の月に親族
又はこれに準ず
る者による介護
を受けた日があ
るとき（その月
に介護に要する
費用を支出して
介護を受けた日
がある場合にあ
っては、当該介
護に要する費用
として支出され
た額が40,600円
以下であるとき
に限る。） 

月額40,600円（新
たに介護補償を支
給すべき事由が生
じた月にあって
は、介護に要する
費用として支出さ
れた額） 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

  附 則 

１ この告示は、公布の日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

２ この告示による改正後の規定は、令和７年４月１日以後の期間に係る介護補償の額につ

いて適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。 
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新潟県市町村総合事務組合規程第 1 号  

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の福祉事業に関する規程（平成

16 年規程第 1 号）の一部を次のように改正する。  

  令和7年5月1日  

新潟県市町村総合事務組合管理者職務代理者 

副管理者 品  田 宏  夫  

改正後  改正前  

（奨学援護金の支給） （奨学援護金の支給） 

第９条  （略）  第９条  （略）  

２ 奨学援護金の支給額は、次の各号に掲

げる在学者等の区分に応じ、在学者等１

人につき、それぞれ当該各号に掲げる額

とする。  

２ 奨学援護金の支給額は、次の各号に掲

げる在学者等の区分に応じ、在学者等１

人につき、それぞれ当該各号に掲げる額

とする。  

⑴ 小学校、義務教育学校の前期課程又

は特別支援学校の小学部に在学する

者 月額 16,000円  

⑴ 小学校、義務教育学校の前期課程又

は特別支援学校の小学部に在学する

者 月額 15,000円  

⑵ 中学校、義務教育学校の後期課程、

中等教育学校の前期課程又は特別支

援学校の中学部に在学する者  月額

21,000円 

⑵ 中学校、義務教育学校の後期課程、

中等教育学校の前期課程又は特別支

援学校の中学部に在学する者  月額

20,000円 

⑶ 高等学校、中等教育学校の後期課

程、高等専門学校の第１学年から第３

学年まで、特別支援学校の高等部、専

修学校の高等課程若しくは一般課程

に在学する者、公共職業能力開発施設

において中学校を卒業した者、中等教

育学校の前期課程を修了した者若し

くはこれらと同等以上の学力を有す

ると認められる者を対象とする普通

課程の普通職業訓練若しくは職業訓

練法施行規則の一部を改正する省令

（昭和53年労働省令第37号）附則第２

条の規定による専修訓練課程の第１

類の普通職業訓練を受ける者又は前

項第１号の公共職業能力開発施設に

準ずる施設において中学校を卒業し

た者、中等教育学校の前期課程を修了

した者若しくはこれらと同等以上の

学力を有すると認められる者を対象

とする教育訓練等を受ける者  月額

20,000円 

⑶ 高等学校、中等教育学校の後期課

程、高等専門学校の第１学年から第３

学年まで、特別支援学校の高等部、専

修学校の高等課程若しくは一般課程

に在学する者、公共職業能力開発施設

において中学校を卒業した者、中等教

育学校の前期課程を修了した者若し

くはこれらと同等以上の学力を有す

ると認められる者を対象とする普通

課程の普通職業訓練若しくは職業訓

練法施行規則の一部を改正する省令

（昭和53年労働省令第37号）附則第２

条の規定による専修訓練課程の第１

類の普通職業訓練を受ける者又は前

項第１号の公共職業能力開発施設に

準ずる施設において中学校を卒業し

た者、中等教育学校の前期課程を修了

した者若しくはこれらと同等以上の

学力を有すると認められる者を対象

とする教育訓練等を受ける者  月額

19,000円 

⑷ （略） ⑷ （略）
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３～７  （略）  ３～７  （略）  

（障害特別援護金の支給）  （障害特別援護金の支給）  

第14条 （略）  第14条 （略）  

２ 障害特別援護金の支給額は、次の各号

に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲

げる額とする。  

２ 障害特別援護金の支給額は、次の各号

に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲

げる額とする。  

⑴ （略） ⑴ （略）

⑵ 通勤による災害に係る障害補償の

受給権者 次に掲げる障害等級の区

分に応じ、それぞれ次に掲げる額  

⑵ 通勤による災害に係る障害補償の

受給権者 次に掲げる障害等級の区

分に応じ、それぞれ次に掲げる額  

イ 第１級  845万円 イ 第１級  915万円

ロ 第２級  820万円 ロ 第２級  885万円

ハ 第３級  790万円 ハ 第３級  855万円

ニ 第４級  500万円 ニ 第４級  520万円

ホ 第５級  430万円 ホ 第５級  445万円

ヘ 第６級  360万円 ヘ 第６級  375万円

ト 第７級  290万円 ト 第７級  300万円

チ （略） チ （略）

リ 第９級  150万円 リ 第９級  155万円

ヌ 第10級  120万円 ヌ 第10級  125万円

ル 第11級  90万円 ル 第11級  95万円

ヲ 第12級  70万円 ヲ 第12級  75万円

ワ 第13級  50万円 ワ 第13級  55万円

カ 第14級  35万円 カ 第14級  40万円

３ （略）  ３ （略）  

（旅行費）  （旅行費）  

第25条 職員が、補装具の支給、修理若し

くは再支給又はリハビリテーションを

受けるために旅行する場合の旅行費は、

支給を受ける者の居住地又は滞在地か

ら目的地に至る最も経済的な通常の経

路及び方法により、かつ、地方公務員災

害補償法（昭和 42年法律第 121号）の規

定による福祉事業に準じて管理者が定

める範囲内において実費を支給する。  

第25条 職員が、補装具の支給、修理若し

くは再支給又はリハビリテーションを

受けるために旅行する場合の旅行費は、

鉄道賃、船賃、車賃及び宿泊料とし、支

給を受ける者の居住地又は滞在地から

目的地に至る最も経済的な通常の経路

及び方法により、かつ、次の各号の規定

に従って計算した範囲内において実費

を支給する。  

⑴ 鉄道賃  新潟県市町村総合事務組

合職員の旅費に関する条例（平成16年

条例第14号）（以下「旅費条例」とい

う。）第13条に規定する鉄道賃の額に
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よる。  

⑵ 船賃  旅費条例第 14条に規定する

船賃の額による。  

⑶ 車賃  １キロメートルにつき 37円

（全路程を通算して計算し、１キロメ

ートル未満の場合は切り捨てる。）と

する。ただし、障害の程度により、こ

の額により難いと認められる場合に

おいては、この限りでない。  

⑷ 宿泊料  旅費条例別表第１に規定

する額による。  

  備考  改正箇所は、下線が引かれた部分である。  

附  則  

１ この規程は、公布の日から施行し、改正後の新潟県市町村総合事務組合市町村等

の非常勤の職員の福祉事業に関する規程 （以下「新規程」という。）は、令和７年

４月１日から適用する。  

 ２ 新規程第９条第２項第１号、第２号及び第３号の規定は、令和７年４月１日以後

の期間に係る奨学援護金について適用し、同日前の期間に係る奨学援護金について

は、なお従前の例による。  

 ３ 新規程第14条第２項第２号の規定は、令和７年４月１日以後に支給すべき事由の

生じた障害補償の受給権者について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた障害

補償の受給権者については、なお従前の例による。  

 ４ 新規程第25条の規定は、令和７年４月１日以後に出発する旅行及び同日前に出発

し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適

用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行につい

ては、なお従前の例による。  
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